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表紙は語る

冬には－２０℃以下になることも珍しくない道東。こちらの鶴
居村の川でも、マイナス世界に見られる霧氷が咲き誇ってお
りました。そして黄金の朝日に照らされながら羽ばたくタン
チョウたち。神秘的で神々しい景色です。よく見るとエゾシ
カもいます。

撮影者：清水　麻衣
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新年あけましておめでとうございます。令和６年
の新春を迎え謹んで新年のお慶びを申し上げます。
会員の皆様には、日頃より会務運営につきましてご
理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
本年１月１日に石川県、富山県、新潟県、福井県
に渡り広い範囲で震災が起こり、甚大な被害をもた
らしました。地震、津波、家屋の倒壊、集落の孤立
と自然災害がもたらす脅威に全てのインフラが崩壊
してしまったことによって、地域に住む方々の生活
が一瞬で変わってしまったという事実を考えるとと
ても心が痛みます。被災された方々には心よりお見
舞いを申し上げますとともに、釧路会としても被災
された土地家屋調査士と被災された皆様のために出
来るだけの支援を行いたいと思いますので、会員の
皆様にもご協力をお願いいたします。
さて、私が釧路会会長になってから半年が経過し
ました。各部が行う本年度の事業計画については、
各役員が連携し順調に計画を実行し、確実に成果が
上がっていると評価しています。
各部の半年なりを振り返ると、【業務部】今期、
３年ぶりに表示登記協議会が開催されました。皆様
からの業務に関する質問・要望を協議内容とし、法
務局からの回答を得ています。ここ数年は新型コロ
ナウイルスのまん延予防のため開催がされていなか
ったので、まずは再開できたことをうれしく思いま
す。協議内容及び回答に関しては、釧路会webサイ
ト会員のページ「業務部」で見られるよう掲載して
おります。【研修部】第１回全体研修会、第２回全
体研修会を令和５年７月と10月に開催しました。コ
ロナ禍が明けた後の全体研修会なので、久々に会員
通しが顔を合わせて開催できる研修会でした。研修
会は各会員が直接顔を合わすことが出来る情報交換
の場でもあります。開催は１ヵ月前までに通知をし
ていますので、出席できるよう各自日程調整をお願
いします。この研修会をより良いものにするために、

業務研修部会を開催しています。横山副会長を中心
に長岡・河合部長及び各理事が、さまざま意見を持
ち寄り、全体研修を作り上げています。部会ではこ
れからの研修の規則、体系等を検討していますので
全体研修会には必ず参加してください。【広報部】
今期、広報部では釧路会webサイトの見直しを行っ
ています。中村副会長、佐渡部長、澤田・丸尾理事
が会員のページ等の情報を整理し、より充実を目指
し改良を行っています。また、今期は屋外広報活動
として、釧路市中心部、北大通り周辺の花壇整備、
ゴミ清掃を行いました。佐渡広報部長、元会員であ
る正垣さんが中心となっている「霧・フラワーファ
ンクラブ」との協同作業を行いました。詳しくは佐
渡部長からの報告をご覧ください。最後に【総務部・
財務部】です。今期、総務部・財務部は全て野田副
会長にお願いすることになりました。総務・財務関
係になりますと、小規模会員の調査士会に事業助成
されていた助成金が、令和５年度で終了しました。
10年に渡りいただいていた助成金です。全国の皆様
には心から感謝申し上げなければなりません。これ
からは助成無しの事業計画を行っていかなければな
りません。各部長にもその旨を既に伝え、予算内で
事業計画を実施していただくようお願いをしていま
す。
令和６年４月には、ご存じの通り「相続登記の義
務化」が始まります。義務化になりますと、司法書
士の業務だけではなく、相続土地の分筆、未登記建
物の表題、申請手続未了の滅失登記と土地家屋調査
士の業務にも影響が出てきます。令和５年度はその
ための全体研修も行いました。表示・筆界に関する
登記の専門家は土地家屋調査士以外にいません。お
客様からのご依頼にしっかり対応していただくこと
を皆様にお願いし、新年の会長挨拶とさせていただ
きます。

新 年 の 御 挨 拶
釧路土地家屋調査士会

会 長 松　田　　　整
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　新年明けましておめでとうございます。
　釧路土地家屋調査士会会員の皆様に、謹んで新年
のお慶びを申し上げます。
　また、平素から不動産の表示に関する登記行政の
運営につきまして、多大な御理解と御協力を賜り、
心から感謝申し上げます。
　元日に令和６年能登半島地震が発生しました。こ
れにより亡くなられた方々に哀悼の意を表し、御遺
族と被災された方々に心からお見舞いを申し上げま
す。
　昨年を振り返りますと、令和２年から続いた新型
コロナウイルス感染症の５類感染症への移行に伴い、
長引く自粛生活が緩和され、ようやく従前の行動等
ができるようになりました。もっとも、北海道にお
いては、昨年末に全国平均の倍の感染状況となり、
その影響はもうしばらく続くこととなりそうです。
しかし、そのような中ではありますが、人の流れな
ど社会経済活動が活発化してきており、徐々に世間
がコロナ禍前に戻りつつあると感じています。本年
が、皆様にとって素晴らしい一年となりますことを
お祈りいたします。
　さて、いよいよ本年４月１日から相続登記の申請
が義務化されます。令和３年に改正・公布された民
法等一部改正法に伴う新制度については、相続登記
の申請義務化など、幅広い国民に影響するものであ
るため、法務省・法務局はこれまで様々な周知広報
活動を行っています。貴会及び会員の皆様には、こ
れまでの新制度の周知への御協力に感謝申し上げま
す。今後も国民各層に行き渡るよう周知広報を行っ
て参りますので、引き続き広報活動への御協力をい
ただけますよう、お願いいたします。
　令和５年４月２７日から、相続又は遺贈により土地
の所有権を取得した者が土地の所有権を国庫に帰属
させることを可能にする「相続土地国庫帰属制度」
が施行されました。令和５年２月２２日の事前相談開
始から同年９月３０日までの約７か月間、全国で１６,０
００件を超える相談が寄せられました。令和５年９月
３０日時点で１,０２６件の承認申請が提出されており、
国民の関心やニーズの高さが改めて明らかになって

います。当局においても、令和５年１２月２８日現在、
１２件の承認申請が提出されています。
　所有者不明土地の円滑な利用については、令和元
年度に施行された「表題部所有者不明土地の登記及
び管理の適正化に関する法律」に基づく表題部所有
者不明土地解消作業が継続して実施されているとこ
ろです。全国的には、令和５年８月末日現在、１５,９
５１筆の解消作業が実施されており、当局においても、
これまでに、約１００筆の表題部所有者不明土地が解
消され、今年度は２５筆の解消作業を実施しています。
　登記所備付地図作成作業については、本局管内の
釧路市春採１～３丁目地区において、１年目作業と
して新設基準点設置作業を終えています。また、北
見支局管内の北見市美山町東・南地区において、２
年目作業として一筆地測量、一次及び二次立会等の
各作業を行い、令和５年１２月１日から同月２日まで
縦覧を実施しました。同地区の２年目作業から、地
図作成地域内の土地の筆界点に筆界保全標の設置が
始まりました。登記所備付地図作成作業は、法務局
の重要施策であることから、今後も地域住民の皆様
の期待に応えられるよう、引き続き積極的に実施し
ていきたいと考えています。
　次に、筆界特定事件については、平成１８年に制度
が開始して以来、令和５年７月末までに全国で２７,０
００件を超す筆界の特定がされました。毎年約２,０００
件を超える申請がされていることは、筆界特定制度
が国民に定着しつつあることがうかがえます。当局
管内においては、昨年度、地方公共団体が対象土地
の所有権登記名義人の同意を得て申請人となる、筆
界特定特例申請が初めて申請されたところですが、
申請件数は減少傾向にあります。会員の皆様におか
れましては、本制度の周知及び更なる活用に御協力
をいただけますよう、お願いいたします。
　最後になりましたが、土地家屋調査士業務に対す
る国民の信頼と期待が大きくなる中、皆様が地域社
会に貢献されますことを御期待申し上げますととも
に、釧路土地家屋調査士会のますますの御発展と、
会員の皆様の御健勝を祈念いたしまして、新年の御
挨拶とさせていただきます。

新 年 の 御 挨 拶
釧路地方法務局

局 長 西 山 　 悟



釧路土地家屋調査士会令和６年２月号 第125号

－ 5－

新 年 の 御 挨 拶
釧路司法書士会

会 長 佐 渡 正 幸

　釧路土地家屋調査士会の会員の皆様、新年明けま

しておめでとうございます。皆様におかれましては、

新春を健やかにお迎えられましたことに、心からお

慶び申し上げます。

　また、日頃より釧路司法書士会並びに司法書士制

度の発展のために、貴会の会員の皆様には多大なる

ご理解そしてご協力を賜り、当会を代表して厚く感

謝御礼申し上げます。

　まず持って、１月１日に発生しました能登半島地

震により、多くの犠牲者が発生し、亡くなられた方々

には衷心より哀悼の意を申し上げるとともに、被害

に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。

石川県を中心とした北陸地方の早急な復興、そして

地域の皆様が１日でも早く今まで通りの生活が復旧

することをお祈り申し上げます。当会としても全会

員に義援金の募集を呼びかけ、また出来る限り被災

された皆様のお悩みに、司法書士としてのスキルを

活用して、相談会などを通じて親身に対処していき

たいと思っております。

　さて、本年度は「相続登記の申請義務化」が４月

１日よりスタートする年であります。いよいよであ

ります。ここ１～２年は、この新制度に向けて、当

会の会員の皆様の協力のもと、その制度広報や相続・

遺言に関する相談会を数多く実施して来ました。司

法書士会としましても、相続登記の専門家の第一人

者として、相続手続きに関する国民のニーズや困り

事に親身にそして迅速に対応し、合算すると九州本

土よりも広い面積の「所有者不明土地の解消」のた

めに尽力して行きたいと思っております。まさに、

司法書士としての「使命」が問われるこれからの時

代の始まりではないかと決心しているところであり

ます。

　貴会におかれましても、相続登記の増加によりそ

の手続きの一環として、未登記家屋の表題登記・床

面積変更の登記・相続土地国庫帰属制度や相続土地

の売却に関わる測量手続きなど、様々な手続きの増

加が予想されますので、より一層貴会と連携を図り、

不動産登記の専門家として国民のために、そして両

会の制度発展のために、共に業務を執行できればと

思っております。

　その他、当会においては、会員数の減少やそれに

伴う会務や事務局の在り方など、今後様々な改善や

改革を余儀なくされる状況を向かえることになると

思慮しますが、貴会とより一層強いパートナーシッ

プの基、難題に対処して行ければ幸いと思っており

ますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

最後になりますが、貴会の会員皆様のご健康とご多

幸を心よりご祈念申し上げ、新年の挨拶とさせてい

ただきます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げ

ます。
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瘧 師 敏 幸
釧路公共嘱託登記土地家屋調査士協会

新 年 の 御 挨 拶

理事長

新年明けましておめでとうございます。謹んで新
春のご挨拶を申しあげます。
道東地区の元旦は、晴れに恵まれ多くの所で初日
の出を見られる穏やかな一年のスタートとなる一方、
石川県能登半島を震源とするマグニチュード７.６の
地震が発生し、石川県輪島市河井町の観光名所の周
辺では大規模火災が発生し２００棟以上が焼失しまし
た。災害に遇われ、ご逝去された方には心からご冥
福をお祈りいたしますと共に、被災されたご家族様
に対しましてお見舞い申し上げるしだいでございま
す。
平素は当公嘱協会の運営活動につきまして格別の
ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の位置付けが２類から
季節性インフルエンザと同じ５類に移行し、半年が
経ち通常業務に戻りながら釧路市春採１丁目～３丁
目の登記所備付地図作成作業の参加社員の確保が喫
緊課題でありましたが何とか各支所の社員の協力を
得ながら１０チームの編成ができました。お陰様で１
年目作業であります基準点作業を１１月３０日に完了し、
成果品を納品するに至りました。今年は２年目作業
であります。担当社員には引き続き御協力の程よろ
しくお願いいたします。
また、令和４年度から行なっている北見市美山地
区（北見市美山南８丁目～１０丁目・東１丁目～４）
の１４８８筆０.６２㎢の２年目の作業でありますが、今年
度から筆界保全標設置作業があり、当初、設計数量
が少ないことから増額の設計変更をして頂き、１２月
上旬に縦覧を経て異議の申し出が１件あったことか
ら筆界承諾確定率は１００％に至りませんでした。現
在は２月末日の納品に向け成果品の取りまとめを行
っております。
来年度は帯広市緑ヶ丘地区（少年院周辺）０.６０㎢
の登記所備付地図作成作業が予定されております。
昨年、基準点配点予定図の作成に係る業務支援業務
に於いては４級基準点の新点２３５点を配点しており
ます。社員の皆様には大変な御苦労をかけますが都
市の再生を図るための、重要な地図作成で有るため
更なる御支援御協力賜りますようお願い申し上げま
す。
尚、今年から登記所備付地図作成作業の提出成果
物において「国土調査登記情報ファイル」が追加さ
れております。協会としてもファイル作成支援とし
て支援ソフトを導入して対応して参ります。
令和５年度の法務局以外の受託状況においては北

海道財務局釧路財務事務所の国有財産測量業務（釧
路市材木町２１５番２外１工区）を受託し、同業務（厚
岸郡浜中町浜中桜東外１工区）も釧路支所に於いて
受託しました。なお釧路市からは分筆測量業務を２
件、依頼を受けております。十勝支所では帯広市か
ら地積測量図等作成業務委託、用地確定測量委託及
び道路境界埋設業務委託の他１件の依頼を受け、北
海道教育庁からも境界確定測量業務の依頼を受けて
おります。農林水産省よりは令和５年度国有農地測
量・境界確定委託事業（釧路法務局管内）外１件を
受託しました。各業務は無事完了納品しましたが一
部隣接者の関係から工期延期等の設計変更で作業中
であります。
電子帳簿保存法第７条及び同法施行規則４条の規
定により、宥

ゆうじょ

恕期間が令和５年１２月３１日で満了のた
め、令和６年１月１日からＰＤＦ保存が義務化にな
りました。当協会としても電子取引データの訂正及
び削除の防止に関する事務処理規程を作成し、これ
に基づき保存してまいります。
昨年は北海道ブロック公共嘱託登記土地家屋調査
士協会連絡協議会において北海道文化放送でのテレ
ビ１５秒フリースポットＣＭ放映に当協会も賛同して
７月２９日～８月１３日間の３０本のテレビ放送に参加い
たしました。これも公益社団法人としての目的・使
命を達成すべく、社会貢献し、変動する社会に対応
した柔軟な公益的事業にご理解いただけることで来
年度も参加して参ります。
周知のように令和５年１０月１日から消費税の仕入
税額控除方式は適格請求書等保存方式（インボイス
制度）が開始されました。協会としても官公署から
の依頼により、その専門的能力を結集して登記に必
要な調査や測量、又は登記の嘱託等を適正、かつ迅
速に処理することにより、もって不動産に係る国民
の権利の明確化に寄与する事業を行うことでありま
すので適格請求書発行事業者になるため登録を受け
ました。
新型コロナウイルスが５類に移行したとはいえ、
ウイルスの性質は変わっておりませんので感染症に
細心の注意を払い、安定した運営をし、受託業務の
拡大とコンプライアンスやガバナンス体制の確立を
図って会務執行に努めてまいります。
終わりに、新しい年が社員の皆様、ご家族、事務
所職員の方々にとって、ご健勝で実りの多い良い年
となりますことを祈念申し上げ、年頭のご挨拶とさ
せていただきます。
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１　令和６年４月１日、女性にのみ設定されてい
た再婚禁止期間が廃止されます。明治以来の「常識」
がついに大きく変わるので、ご紹介いたします。
２　民法の第４編（親族法）・第５編（相続法）
が制定されたのは、明治３１年のことです。制定当時
の民法（明治民法）７６７条１項は、「女ハ前婚ノ
解消又ハ取消ノ日ヨリ六个月ヲ經過シタル後ニ非サ
レハ再婚ヲ為スコト得ス」と定め、女性に対しての
み、離婚後６か月間の再婚禁止期間を設けていまし
た。
この規定は、昭和２２年の親族法大改正の影響を受
けず、戦後も、口語化の上、民法７３３条として維
持されました。
３　女性のみに再婚禁止期間を設ける第一の趣旨
は「父性推定重複の防止」とされていました。
明治民法制定以来（現民法７７２条）、婚姻後２００
日経過後に生まれた子及び離婚後３００日以内に生ま
れた子は、婚姻中に懐胎したと推定する旨定められ
てきました。この規定を前提として、仮に午前中に
離婚して同日午後に再婚できたとすると、その日か
ら２００日～３００日の間に生まれた子については、前婚
の夫と後婚の夫の嫡出推定が重複します。その重複
を避けるために、女性には再婚禁止期間を設ける必
要があると説明されてきました。
ただ、上記嫡出推定の重複期間を踏まえると、重
複を防止するための再婚禁止期間は１００日間で十分
なはずです。それを超えて６か月間もの再婚禁止を
定めることは、「父性推定重複の防止」だけでは説
明がつきません。
その点につき、立法当初は、「再婚後に前夫の子
が生まれる可能性をできるだけ少なくして家庭の不
和を避けるため」、「再婚後に生まれる子の父子関係
が争われる事態を減らすことによって父性の判定を
誤り血統に混乱が生ずることを避けるため」に幅を

持たせる必要があると説明されていたようです。父
を定める科学的手段が乏しかったという時代背景を
考慮しても、あまり説得力が感じられず、道徳の押
しつけのにおいがします。
４　再婚禁止期間の設定は、女性に対する不合理
な差別であり、憲法違反だという主張は以前から見
受けられました。最高裁は明確な憲法判断を示すこ
となく推移していましたが、平成２７年、医療や科学
技術の発展や社会の変化を踏まえ、「女性の再婚禁
止期間のうち、１００日を超える部分は違憲」との判
断を示しました（最大判平成２７年１２月１６日民集６９巻
８号２４２７ページ）。これを踏まえて民法が改正され、
平成２８年６月７日から、女性の再婚禁止期間は１００
日に短縮されました。
５　上記最高裁判決では、裁判官１５名中２名が、
諸外国では再婚禁止期間を廃止していることなどを
挙げ、期間に関係なく、女性の再婚禁止期間の設定
自体が違憲との少数意見を述べました。また、国連
女性差別撤廃委員会が女性の再婚禁止期間の撤廃を
勧告したり、日本弁護士連合会が同様の意見を表明
するなどの流れもあり、さらなる見直しの機運が高
まりました。その結果、令和４年１２月、再婚禁止期
間の廃止や嫡出推定制度の見直しを内容とした民法
改正法が成立し、令和６年４月１日から施行される
こととなりました。
６　なお、「婚姻後２００日経過後及び離婚後３００日
以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したと推定する」
旨の規定は、改正後民法７７２条でも維持されてい
ます。再婚禁止期間の廃止により嫡出推定が重複す
る場面が生じますが、「出生の直近の婚姻における
夫の子と推定する」（改正後民法７７２条３項）と
の規定が設けられ、再婚後の夫の子と推定される手
当がされています。

再婚禁止期間の廃止

簑 島 弘 幸
釧路土地家屋調査士会　　　　　　　

顧問弁護士
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野外広報活動

佐 渡 真 弓
釧路土地家屋調査士会　　　　　　　

広 報 部 長

日　時　令和５年１０月２８日（土）
場　所　釧路北大通・末広町（市内中心部）
出席者　釧路土地家屋調査士会、公益社団法人釧路

公共嘱託登記土地家屋調査士協会及び、両
会事務局員　合計１４名参加

主　催　霧・ワイルドフラワークラブ　
代　表：佐渡　真弓（釧路会常任理事）　
世話役：正垣喜美子（釧路会元会員）

　広報活動は通常支部毎に行っているのですが、今
回の企画は令和５年３月まで釧路支部の会員であっ
た正垣喜美子さんと現在釧路会の広報部長である私
が立ち上げた市民団体『霧・ワイルドフラワークラ
ブ』の地域貢献活動と、連合会の事業助成を利用し
た釧路会の広報活動が連動できないかと考え、実現
したものです。
　釧路市の中心部は駅前通りと国道が交わっており、
近くには繁華街があり、かつては非常に賑わいがあ
る場所でした。しかし近年は郊外に大型ショッピン
グセンターが建ち、シャッター街となり寂しくなっ
ています。それを象徴するかのように、植樹帯には
雑草が生い茂り、街の荒廃を象徴するかにも見え、
市民の中にも気になっているが、どうしたらよいか
分からずにいたという方が多数いました。
　私が主催する市民団体は『国道をガーデンストリ
ート』にすることを趣旨として、地域の特長ある花
を育て、眺め、飾る事を通じ、居住環境に対する愛
着心や助け合いの精神が醸成され街づくりや地球環
境への関心を高め、ひいてはこの地域の観光産業に
寄与する事を目的としています。
　また、釧路市役所・釧路開発建設部等の官公部署
と『霧・ワイルドフラワークラブ』は環境整備に関
する協定を結んでおり、公務員の皆様にも積極的に
参加していただいています。
　企画した当日は天候も心配された中、雨があがり、
暑すぎず、寒すぎず、野外広報活動日和でした。
　市街の清掃作業、花壇整備の作業前に参加の皆様
にお時間をいただき、土地家屋調査士のＰＲと園芸
作業道具の贈呈式を行いました。

　土地家屋調査士ジャンパー着用の松田整会長から
の挨拶では、「釧路土地家屋調査士会は釧路地方法
務局が管轄する十勝、釧根、オホーツクの土地家屋
調査士で構成されている組織。私は十勝支部の所属
だが、釧路の名を冠して活動する団体として、釧路
市で広報活動を行うことが出来るいい機会。本日は
十勝支部、オホーツク支部の会員も集まった。」と
話をしました。
　正垣世話役は、「土地家屋調査士は市民の財産と
権利を守る重要な仕事を行っている。来年４月より
始まる『相続登記義務化』においても建物の増築、
滅失、未登記建物の表題登記等、市民の皆様と関わ
る事がこれからも出てくると思うので、是非土地家
屋調査士に相談してほしい。」と挨拶があり、その
後釧路公嘱協会と共同で来年度の苗購入代金１０万円
と、園芸作業道具を贈呈しました。
　その後当日参加した市民の方とともに総勢４０名で
５５０メートルにわたり雑草取り、ごみ拾いを２時間
行いました。最終的に集めた量は、７０リットルのゴ
ミ袋が３５袋もあり、そのゴミ袋の山をみて、皆で達
成感を感じる事が出来ました。
　最後に参加した市民の皆様に土地家屋調査士のＰ
Ｒ用ティッシュ（助成金で作成した広報グッズ）を
配り、再度表示に関する登記等の相談事があれば、
調査士会へ連絡していただけるようにお願いし、解
散しました。
　またこの活動は地元新聞社である釧路新聞、北海
道建設新聞から取材を受け、紙面に掲載されました。
掲載された記事は釧路土地家屋調査士会のホームペ
ージにアップしていますので皆様ぜひご覧ください。
　直接的には市民の方と話をしながら汗を流し、間
接的には新聞掲載で「土地家屋調査士」の文字が多
数並んだことで、とても有意義な野外広報活動とな
ったのではないかと自負しております。
　来年度へ向けては、寄贈頂いた活動費で植樹帯の
一つを『土地家屋調査士ガーデン』として看板を設
置し、持続可能な広報活動を行っていきたいと思っ
ています。
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趣味のお話

丸 尾 慶 樹
釧路土地家屋調査士会　　　　　　　

十 勝 支 部

新型コロナウイルスの位置づけが季節性インフル

エンザと同じ「５類」に移行し、「ウィズコロナ」

から「アフターコロナ」に転換しつつあるといえる

ようになったが、この数年間は本当に振り回された。

私生活で影響があったのは、チケットを購入してい

た音楽ライブが軒並み中止・延期になったことだ。

自分が罹患したことで泣く泣くチケットを捨てたこ

ともあった。

ただ、良かったことも二つある。

ひとつ目は配信の文化が根付いたことだ。チケッ

トが取れなかった、行きたかったライブが自宅で見

られて一定期間アーカイブも残る。これは自分にと

って革命的な出来事であった。

ふたつ目は「じっくり聞く・見る」ことができる

ようになったことだ。オールスタンディングで、熱

気と歓声で湯気が出るようなライブハウスやフェス

の空気が私は好きだ。しかし、コロナ禍で開催がで

きるのは「マスク着用」かつ「声出し禁止」のライ

ブだけである。ライブハウスの床を碁盤の目のよう

にビニールテープで区切って「公演中はこの枠内に

とどまってください」という公演もあった。だが、

自分が好きなアーティストの一挙手一投足をじっく

り見られるのも意外と悪くないと思えるようになっ

た。

私が一年間の目標として設定している野外フェス

が、毎年お盆に石狩で行われる。

２月にチケットの先行抽選があり（この時点では

まだどんなアーティストが来るかはわからないが、

とにかく申し込む）開催が近づくにつれて徐々に出

演者が明らかになっていく。未だ手に入っていない

チケットの当落発表に一喜一憂しながら夏を待ち、

無事に石狩にたどり着いたら「一年間のゴール！」

というのが毎年恒例となっていたが、コロナのせい

で2019年から３年連続中止となっていた。2022年に、

いつもより規模を縮小して開催されたこの野外フェ

スに参加することができたときは、３年間我慢した

甲斐があった！と、いたく感動したことを今でも覚

えている。

2023年、ライブ会場で「声出しOK」「マスクは個

人の判断」となり、鼻息を荒くして参加を決めた。

妻と二人分のチケット（値段は建物表題登記1件分

の報酬くらい？）を手に入れ、キャンプグッズを新

調し、今年は猛暑らしいし会場での暑さ対策はどう

しようか…などと思いを巡らせていた矢先、趣味で

やっている朝野球で右のアキレス腱を断裂した。７

月２日、早朝５時半のことだった。
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尾 越 赴 夫

入会のご挨拶

　令和５年１２月に釧路土地家屋調査士会に入会致しました尾越赴夫です。

　皆様どうぞよろしくお願いいたします。

　私は土地家屋調査士試験合格後に父の事務所で土地家屋調査士・司法書士の補助者として勤務して参りました。

　この度、司法書士試験に合格することができ土地家屋調査士・司法書士として父とともに業務に従事していく

事となりました。

　測量士でもある父とは違い私自身は測量などについては未経験であり試験勉強と実務は全く別物であることは

十分に理解しているので、研修会等に参加し土地家屋調査士として知識深め、経験を積んで行くことが必要であ

ると考えております。

　司法書士との兼業となるので、それぞれの業務で得た知識・経験を活かし、社会に貢献し自分自身も成長して

いけたらと思っております。

　なにぶん、未熟で至らぬ点も多々あると思いますが、何卒、よろしくお願い申し上げます。

釧路土地家屋調査士会　　　　　　　

釧 路 支 部
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《会のうごき》
自　令和５年８月～至　令和６年１月

月 日 主　要　事　項 開 催 場 所 開 催 時 間 備　　　　　　　　考

８ 9 業務研修部会 各事務所（Ｗｅｂ会議） 18：00 ～ 20：00 ８名出席

23 第2回常任理事会 〃 14：00 ～ 17：00 松田・野田・中村・横山・佐渡・河合・長岡

27 北海道・東北ブロック協議会交流会 16：30 ～ 17：30 松田会長・坂下業務適正化推進委員

28 業務研修部会 各会場（Ｗｅｂ会議） 18：00 ～ 18：30 7名出席

９ 13 第3回理事会 各会場（Ｗｅｂ会議） 14：00 ～ 17：00 19名出席（オブザーバー含む）

10 9 十勝支部表示登記無料相談会 と か ち プ ラ ザ 10：00 ～ 16：00

17 全国会長会議 東 京 ド ー ム ホ テ ル 13：30 ～ 17：00 松田会長

18 　　　〃 〃 ９：30 ～ 12：00 松田会長

〃 「会員管理統合システム」開発説明会 土地家屋調査士会館 13：15 ～ 15：00 松田会長・事務局員（WEB）

〃 家と土地の登記無料相談会 池田町社会福祉センター 14：00 ～ 17：00 小野寺会員

22 令和５年新人研修（東京会場） KFC　Hall＆Rooms（東京） 13：00 ～ 15：20 山下・日下・齊藤健介・神谷・中田・松田

23 　　　〃 〃 11：00 ～ 12：00 山下・日下・齊藤健介・神谷・中田・松田

27 業務研修部会 各会場（Ｗｅｂ会議） 18：00 ～ 20：00 7名出席

28 調査士会・公嘱協会地域貢献活動（野外広報
活動） 釧 路 市 北 大 通 周 辺 10：00 ～ 12：00 14名出席

11 9 第2回全体研修会 プラザさいわい（釧路） 13：30 ～ 17：00 会場50名　WEB12名

10 表示登記協議会 釧路地方法務局本局 ９：00 ～ 11：00 ９名出席

〃 常任理事会 事務局会議室・中村事務所 13：00 ～ 17：00 松田・野田・中村・横山・佐渡・河合・長岡

16 令和５年えせ同和行為対策関係機関連絡会 端野町公民館（北見） 14：00 ～ 16：00 澤田理事

22 会員数に応じた事業助成の対象となっている
土地家屋調査士会を対象としたウェブ研修会

芽 室 町 中 央 公 民 館・
各 事 務 所（WEB） 13：30 ～ 16：30 会場11名　WEB９名

24 札幌土地家屋調査士会研修会 札 幌 会 会 議 室・WEB 15：30 ～ 17：00 3名出席

29 ブロック協議会役員会 ホ テ ル ル ー ト イ ン
Grand 　 旭 川 駅 15：00 ～ 17：30 松田会長・横山副会長

12 6 業務研修部会 各会場（Ｗｅｂ会議） 18：00 ～ 19：25 7名出席

8 第3回支部長会議 釧 路 ロ イ ヤ ル イ ン 15：30 ～ 16：00 7名出席

〃 第4回理事会 〃 16：00 ～ 18：00 17名出席（オブザーバー含む）

27 登録交付式 事 務 局 会 議 室 13：30 ～ 14：00 松田会長・野田副会長　新入会員　尾越赴夫

１ 5 仕事始め

10 法務局新年挨拶 釧 路 地 方 法 務 局 13：30 ～ 13：40 松田・瘧師・野田

〃 調査士会・司法書士会打合せ 事 務 局 会 議 室 14：00 ～ 15：00 松田・瘧師・野田

16 調査士法違反実態調査　釧路支部 釧路地方法務局本局 ９：00 ～ 16：00 釧路支部4名

17 全国会長会議 東 京 ド ー ム ホ テ ル 13：30 ～ 18：00 松田会長

18 　　　〃 〃 ９：30 ～ 12：00 松田会長

19 年次研修接続テスト 坂口・奥田事務所（Ｗｅｂ）  18：00 ～ 20：40 河合・坂口・奥田

20 令和５年度（第１期）年次研修 と か ち プ ラ ザ・
各 事 務 所（WEB） 13：30 ～ 17：00 34名受講

31 広報部会　　　 事 務 局 会 議 室・
各 事 務 所（WEB） 14：00 ～ 16：30 松田・中村浩司・佐渡・澤田・丸尾慶樹
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　本号の発刊に際しまして、多くの方々からお忙しい中ご寄稿をいただき心から感謝申し上げ
ます。昨年は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の侍ジャパンに沸き、ラグビ
ーワールドカップ、バスケットボール男子、バレーボール男子の活躍、やり投げで、日本人初
のダイヤモンドリーグ優勝の北海道出身北口榛花さんなど、アスリートの活躍に大きく勇気づ
けられた一年でした。今年はパリオリンピックが開催される年です。日本人選手の活躍と共に、
私たちを取り巻く環境が好転することを期待します。
　最後になりますが、会員の皆様には、業務に関すること、趣味、体験談など多岐にわたる寄
稿をお願いしますので、依頼の際はよろしくお願い致します。（澤田）

釧路支部　　　尾　越　赴　夫　会員
令和５年１２月２０日登録
事務所所在地　釧路市錦町５丁目３番地
生年月日　昭和５７年８月１３日
電話番号　０１５４－２２－６１２６

新 入 会 員

角鹿　敏広（オホーツク支部）　事務所住所　北見市山下町３丁目２番１８号　はるみA１階
山下　広介（釧路支部）　　　　事務所住所　標津郡中標津町西１１条北１１丁目１２番地２

≪会員数　令和６年２月１日現在　71名≫

《登録事項変更》

オホーツク支部　　大　友　峯　雄　会員
令和５年９月１４日退会しました。（会到着日）

オホーツク支部　　山　腰　俊　司　会員
令和５年９月３０日退会しました。（会到着日）

十勝支部　　　　　加　納　芳　郎　会員
令和５年１０月２３日退会しました。（会到着日）

十勝支部　　　　　久　保　敏　之　会員
令和５年１２月１３日退会しました。（会到着日）

釧路支部　　　　　遠　藤　博　文　会員
令和５年１２月２８日退会しました。（会到着日）

退 会 者

《会 員 異 動》

編 集 後 記



22 00 22 33年年度度よよりり縮縮小小支支払払割割合合９９００％％、、免免責責１１５５万万円円をを廃廃止止しし、、補補償償をを拡拡大大！！

個別にご加入されるよりも保険料が割安です。
保 険 金 額 2 0 0万 円 の 保 険 料
測 量 機 器 総 合 保 険 （ 本 制 度 ） ： 3 4 , 7 8 0円

動 産 総 合 保 険 （ 個 別 加 入 ） ： 6 4 , 8 0 0円

測量機器総合保険
（動産総合保険）

のご案内

お 問 い 合 わ せ 先

日本土地家屋調査士会連合会共済会 測量機器総合保険の特徴

会会員員がが所所有有・・管管理理すするる測測量量機機器器（（製製品品№№ののああるる機機器器にに限限るる））ににつついいてて

業務使用中、携行中、保管中等の

偶然な事故による損害に対し、

保険金をお支払いします。

このチラシは動産総合保険の概要をご説明したものです。詳細はパンフレット等をご覧ください。
ご加入ご検討の方、パンフレットをご希望の方は桐栄サービスまたは三井住友海上までご連絡ください。

日日本本土土地地家家屋屋調調査査士士会会連連合合会会共共済済会会

取扱代理店 引受保険会社

有有限限会会社社桐桐栄栄ササーービビスス
東京都千代田区神田三崎町１丁目２－１０

土地家屋調査士会館６Ｆ
TEL ０３（５２８２）５１６６

三三井井住住友友海海上上火火災災保保険険株株式式会会社社
広広域域法法人人部部営営業業第第一一課課

東京都千代田区神田駿河台３－１１－１
TEL ０３（３２５９）６６９２

保険期間
２０２３年４月１日午後４時から２０２４年４月１日午後４時まで
※保険期間の中途での加入もできますので、ご希望の場合には桐栄サービスまでご連絡ください。

等等

保管中の測量機器が

火災にあい焼失した。

測量中誤って

測量機器を倒し壊れた。
測量機器を事務所、

自宅等に保管中に

盗難にあった。

21 3
例例ええばば

特徴１

特徴２ 約47%
割安

B21-****** 2023年4月1日

「土地家屋調査士賠償責任保険」とは異なりますのでご注意ください。

B23-900130











期間限定
2024年3⽉15⽇まで

作業効率最⼤化応援キャンペーン

キャンペーン対象製品

Trimble S7 VISION ロボティック ＆ efitOne for FZ-N1 

Trimble S7 VISION オートロック ＆ efitOne for FZ-N1 

Trimble S5 ロボティック ＆ efitOne for FZ-N1 

アイザック株式会社
〒065-0019 
札幌市東区北19条東4丁⽬2番2号
TEL : 011-733-3577 FAX : 011-721-3233 
E-mail : info@aizax.com
Web : https://www.aizax.com/

株式会社旭川システムサービス
〒078-8217
旭川市7条通19丁⽬左8号
TEL : 0166-33-3900 FAX : 0166-33-5201
E-mail : asserve@tiara.ocn.ne.jp
Web : https://www.asspythagoras.com/


